
公害弁連ニュース　No.181　　　2017. 3. 1

1 

進まなかった。そこで、公民（国民）自身が環境

破壊の被害者であることを基本に、他国の経験も

参考にして、環境保護政策として公民参加を積極

的に進める手法が導入されるようになってきた。

その一環として、検察官と環境 NGO（訴訟資格

を有するのは設立後 5 年以上、環境保護活動を継

続している NGO）に原告適格を与えるいわゆる

「環境公益訴訟」制度が導入された。

全国 13 都市で 2 年間の試行を経て制度化され、

約 1 年半で NGO 提訴が 90 件（民事）、検察官提

訴が 42 件（民事と行政）とのことである。この

件数が多いかどうか評価の分かれるところである

が、少なくとも中国においても被害救済や公害防

止、環境保全のために司法制度が大いに活用され

るようになってきていることは間違いない。従来

から交流のある CLAP（公害被害者法律援助セン

ター）付設の法律事務所の趙弁護士などは、全国

を忙しく動き回っているとのことで、私たちが事

務所を訪問した日も懇談後に内モンゴルの現地に
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公害弁連ニュース

１　中国、台湾調査

昨年 10 月 19 日～ 25 日の 7 日間、あおぞら財

団のメンバーや弁護士グループで中国（北京）と

台湾（台北）を訪問した。主な目的は、両国の環

境 NGO や公害環境訴訟に取り組む弁護士らとの

交流と意見交換であった。私にとっては中国調査

は 5 年ぶり、台湾調査はおよそ 20 年ぶりであっ

たが、両国とも、ここ数年、制度的にも実際の公

害環境訴訟においても着実な前進と成果を積み重

ねており、大きな刺激を受けた。

２　中国の「環境公益訴訟」の制度化

日本でも、中国の深刻な大気汚染や水・土壌汚

染はよく知られているが、従来は、その解決は政

府主導で進められてきていた。しかし、いくら厳

しい規制をしても地方では経済発展が優先され、

公害対策、環境保護は後回しにされ十分な改善が
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因果関係の立証に苦労しているようであるが、判

決では疫学的因果関係が重視されたとのことであ

る。台湾の弁護士らは、日本の公害訴訟において

は、因果関係の証明は、疫学的因果関係を立証す

ることで容易に認められているとの印象を持って

いたようであったが、私たちは、むしろ台湾の裁

判所の方が疫学調査結果を重視し大胆に因果関係

を判断しているという印象を持った。

何よりも、20 年前には、公害被害者は司法を

全く信用せず自力救済によって賠償を求めること

が通例で、公害訴訟に取り組む弁護士もほとんど

いないという状況からの大きな変化に驚いた。特

に、通訳をされていた趙珮怡弁護士（女性）の不

正義に立ち向かう熱意に溢れた姿勢には、新鮮な

衝撃とともに大いに勇気づけられた。

４　日本の公害環境訴訟の前進を

では、わが国はどうか。残念ながら「環境公益

訴訟」はその導入が現実的な課題として意識され

ていないのが現状であり、昨年末の厚木基地訴訟

最高裁判決では旧態依然とした最高裁の姿勢を見

せつけられた。

わが国でも公害発生や環境破壊は依然として続

いており、司法制度改革や現実の公害環境訴訟で

突破しなければならない課題も多い。

とりわけ、今年から来年にかけては、福島第 1

原発事故に関する損害賠償訴訟が 3 月の群馬判決

を皮切りに、千葉訴訟、生業訴訟などで結審、判

決が予定されている。建設アスベスト訴訟も 2 月

14 日の札幌地裁での勝訴判決に続き、神奈川 1

陣訴訟の東京高裁が 3 月に結審、今秋には判決が

予想されるなど重要な局面を迎えている。

そうした訴訟をどう勝ち抜き、どう被害者救済

と公害根絶に結びつけていくのか、公害弁連の真

価が問われている。

飛んで行った。

中国の場合、検察官の役割が大きく、事業主体

が行政である場合はNGOが提訴できないことや、

勝訴した場合の「損害賠償金」の帰属、運用をど

うするかなど課題も多く、基本的には政治的社会

的な制約があるとはいえ、そうしたなかで新たな

意欲的な挑戦が始まっていることを実感した。

３　台湾の公害訴訟の前進

台北では、パリ大学の社会学者で現在台湾に在

住しているポール・ジョパン氏の奮闘によって、

台北周辺で活発に活動している環境 NGO との交

流、アスベスト関係の NGO、研究者等との第 1

ワークショップ、そして、「台湾三大公害訴訟と

日本の疫学原則」と題された第 2 ワークショップ

と多彩な企画が行われた。

とりわけ、第 2 ワークショップ「台湾三大公害

訴訟と日本の疫学原則」には、台湾大学公衆衛生

院の陳為堅院長をはじめ疫学の研究者、公害訴訟

に取り組んでいる弁護士など多数の参加があり、

詳細な報告と活発な意見交換を行うことができ

た。

台湾三大公害訴訟とは、電子部品を生産する工

場で発生した有機溶剤による健康被害に関する

「RCA 訴訟」、中国石油化学会社安順工場で発生

した「台南ダイオキシン訴訟」、そして、石油コ

ンビナートの「雲林大気汚染訴訟」のことである。

いずれも数百人規模での集団訴訟として取り組ま

れ、RCA 訴訟は 2015 年 4 月台北地方法院におい

て、トリクロロエチレンなどの発ガン物質と健康

被害との因果関係を認める判決が出され、台南ダ

イオキシン訴訟も 2015 年 12 月台南地方法院にお

いて、多様な疾病との因果関係を認める判決が出

されている。現在、それぞれ上級審での審理が続

いている。どの事例でも、健康被害と原因物質の
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辺野古では、翁長知事がした公有水面埋立承認

取消に対し、国（国土交通大臣）が違法確認を求

めていた訴訟で、2016 年 9 月 16 日、福岡高等裁

判所那覇支部は国全面勝訴判決を下し、沖縄県の

上告・上告受理申立に対し、最高裁判所第二小法

廷は 12 月 20 日、弁論を開かないまま上告棄却の

判決を下した。高裁、最高裁を通じて、県側が求

めていた証拠調べはほとんど行われないまま、前

知事のした埋立承認に違法等はないという実体判

断が示されており、とても承服できる内容ではな

い。改正地方自治法によるリーディングケースに

なる事案であるにもかかわらず、裁判所は、その

趣旨を全く踏まえず、国のスケジュールのみにあ

わせて、超スピード審理で最高裁判決にまで至っ

た。

これを受けて、翁長知事は、12 月 26 日、埋立

承認取消を取り消す手続をした。翁長知事は今後

もあらゆる知事権限を行使し、辺野古阻止の戦い

を続けると明言しており、行使する知事権限の選

択、方法やタイミングを模索していると考えられ

る。この点、翁長知事が埋立承認取消を取り消し

たことを批判する向きもある。しかし、仮に翁長

知事が承認取消を取り消さなければ、国は代執行

訴訟を提起するであろうし、せいぜい数か月の時

間稼ぎにしかならない。また、不当とはいえ最高

裁判決を無視することは、世論がどのように受け

止めるかも懸念される。そのようなことを考えた

上での政治判断であろう。

ヘリパッド建設を差し止めるべく、工事禁止の

仮処分を申し立てていたが、12 月 6 日、那覇地

方裁判所は申立を却下し、12 月 15 日、福岡高等

裁判所那覇支部は抗告を棄却した。国は、ヘリパッ

ドは完成したとして、12 月 22 日には日米で北部

訓練場返還式典を開催した。しかし実際にはヘリ

パッド工事は完了しておらず、無理な突貫工事の

ために手直しも余儀なくされている。今後、赤土

流出などによる更なる環境破壊も懸念される。ま

た、翁長知事は、返還式典に出席せず、同日開催

されたオスプレイ墜落抗議集会に参加した。高江

では、既に新ヘリパッドの一部（N-4）が運用開

始されており、オスプレイが飛び交い、住民は相

当なレベルの騒音・低周波音にさらされている。

今後、新たなヘリパッドが米軍に提供され、騒音・

低周波音被害の増大が強く懸念される。

こうした中、警察権力による反対運動に対する

弾圧も強くなっている。

10 月 17 日、反対運動のリーダーである沖縄平

和運動センターの山城議長が、高江ヘリパッド建

設現場で有刺鉄線を切断した器物損壊被疑事件で

逮捕され、その後勾留された。その後、過去に遡っ

て、高江での公務執行妨害・傷害被疑事件、さら

には今年 1 月に辺野古・キャンプシュワブゲート

前でブロックを積んだことが威力業務妨害にあた

るとして逮捕・勾留され、次々に起訴された。そ

して、現在に至るまでに保釈が許可されず、それ

どころか、家族を含めた接見禁止が続いている。

辺野古、高江の両現場で、新基地
阻止の戦いが正念場を迎えている。

弁護士　金　高　　望
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１　ストップ・リニア訴訟の提起

2016 年 5 月 20 日、東京・神奈川・山梨・静岡・

長野・岐阜・愛知を中心としたリニア中央新幹線

沿線住民 738 名は、国を被告にして、2014 年 10

月 17 日に国土交通大臣が行った JR 東海に対す

るリニア中央新幹線の東京名古屋間の工事実施計

画の認可取り消しを求める行政訴訟を東京地裁に

提訴した。

リニア中央新幹線計画が、営業の健全性、輸送

の安全性、工事の安全性、環境保全の対策等がい

ずれも不十分であるにも拘わらず、工事計画を認

可したことは、全国新幹線鉄道整備法及び鉄道事

業法並びに環境影響評価法に違反しているとし

て、その取り消しを求めるものである。

２　違法な工事計画の認可

⑴　全国新幹線鉄道整備法（全幹法という）違反・

　　鉄道事業法違反

①　ネットワーク性の欠如

リニア方式は軌道式でないため既存の新幹線

と相互の乗り入れが出来ず、全国の鉄道のネッ

トワークを形成できない点で全幹法の対象とす

べきではない。

②　JR 東海の経営の危機を招く危険性が高い。

山城議長の外にも現時点で 3 名が起訴されてい

る。警察・沖縄防衛局が行う圧倒的暴力は全て不

問に付され、新基地建設に反対する市民のみ、軽

微な事実で逮捕・勾留され、起訴されていく。運

動弾圧のために刑事手続が利用されている。

沖縄県民の新基地建設に反対する民意は、県知

事選挙、国政選挙等、あらゆる選挙のたびに示さ

れている。しかし、安倍政権はこれを無視し、新

基地建設をごり押ししている。沖縄では、民主主

義が全く機能していない。他方で、少数者の人権

を救済すべき司法制度も機能していない。残され

た手段である現場での表現・抗議活動も、刑法の

形式的適用によって摘発されていく。現状は、日

本国挙げての沖縄いじめというほかない。

そうした中、12 月 13 日、名護市安部の沿岸に

オスプレイが墜落した。オスプレイの危険性はか

ねてから指摘されており、沖縄の反対を押し切っ

て 2012 年から普天間飛行場に配備されたが、県

民のおそれが現実のものになった。そして、機体

の回収も終わらない 12 月 19 日に、米軍は沖縄で

のオスプレイ運航を全面的に再開し、国もこれを

容認した。沖縄県民として到底許せることではな

い。

ショッキングなのは、このような沖縄いじめを

推し進める安倍政権が本土で支持されていること

である。これは「沖縄の問題」ではなく、「本土

の問題」である。

ストップ・リニア訴訟の現状と展望

ストップ・リニア訴訟弁護団　共同代表

弁護士　関　島　　保　雄



公害弁連ニュース　No.181　　　2017. 3. 1

5 

リニア中央新幹線の工事費の増大と乗客の需

要予測の過大が経営危機を招く。

工事期間が東京大阪間完成は 30 年先と長期

で全体の工事費約 9 兆円が倍増する。人口減少

で乗客需要が伸びない中で工事費の為の莫大な

借金は経営を圧迫し、JR 東海は経営危機を招

く危険性が高い。すでに、安倍政権は、このこ

とを予測して、名古屋大阪間を 8 年前倒で工事

着工する名目で法改正まで行って超低金利の政

府財政投融資 3 兆円（2016 年 1 兆 5000 億円、

2017 年 1 兆 5000 億円）を JR 東海に貸し付け

ることを決定した。税金の投入であるにもかか

わらずまともな国会の審議も経ていない非民主

的なやり方である。

③　乗客の安全性の欠如

中央新幹線は東京名古屋間の 86% がトンネ

ル構造である。トンネル内で事故が起きた場合

の乗客の安全対策が確立していない。特に南ア

ルプスは中央構造線及び糸魚川静岡を結ぶ中央

地溝帯が交差し、地震の巣となる断層が多数存

在する。直下型地震が起きれば、中央新幹線は

走行不能となるし、乗客の安全も確保できない。

⑵　環境影響評価法違反

環境影響評価が環境保全への適切な配慮を欠く

にもかかわらず、　国土交通大臣がリニア新幹線

工事計画を認可したのは環境影響評価法違反であ

る。

①　残土処分が不確定で環境破壊も招く

中央新幹線は東京名古屋間の 86% がトンネ

ル構造である。トンネル掘削に伴う 6358 万ト

ンもの大量の発生土を、どこに運ぶのか環境影

響評価書はほとんど明らかにしていない。南ア

ルプスの大井川源流の河川敷に 360 万㎥の残土

を捨てる計画を明らかにしたが、自然豊かなユ

ネスコエコパークに登録された南アルプスと両

立しない計画である。神奈川県内ではトンネル

発生土 1140 万㎥の内 360 万㎥を使って相模原

市緑区鳥屋に縦約 2㎞、幅 400m. の巨大な車両

基地が作られる。住民の立ち退きやコミュニテ

イの分断等地域の生活の破壊が深刻である。こ

のように残土処分による沿線各地での 2 次的環

境破壊が予想される。

②　地下水の破壊

トンネル掘削による沿線各地での河川の水枯

れ等地下水への影響は深刻である。大井川源流

では毎秒 2 トンがトンネル内に流失する。流量

が減った河川の水生動物への悪影響が予測され

る。リニア新幹線工事による地下水脈への悪影

響は、十分予測されるが、環境影響評価書は、

生物への影響は小さいとしてその保全を確保す

る姿勢を示していない。

③　工事車両による騒音、振動、排気ガス、

　　交通安全の阻害など生活環境の破壊

工事に伴う大量の工事車両の運行は、沿線各

地で交通渋滞や騒音振動排気ガスの増大等の生

活被害を起こす。長野県大鹿村では 1 日 1736

台（1 分間に 3 台以上）もの大量の車両が 5 年

間続くことが予測され、それ以外の沿線地域も

多量の運行車両が予測されている。

④　電磁波、放射線被害など

リニアによる電磁波の乗客や沿線住民への健

康影響や、岐阜でのウラン鉱脈のトンネル工事

による放射能汚染も心配されている。これに対

し環境影響評価書は心配いらないレベルだと

か、ウラン鉱脈は通過しないと一方的に決めつ

けている。しかし、安全が確保されているわけ

ではない。

　
３　訴訟の現状と今後の展望

JR 東海も被告国の補助参加人として参加した。
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被告らは原告に行訴法 9 条の原告適格が無いとの

主張や行訴法 10 条の主張制限（原告の法律上の

権利や利益に関係ない違法性の主張を認めない）

を主張している。

⑴　原告適格の壁との闘い

行政訴訟では原告適格が狭い。リニア中央新幹

線計画が原告の法律上の利益や権利を侵害してい

るかが争点となる。

原告全員は、リニア新幹線の乗客としての安全

を要求する権利及び南アルプスの自然環境保全を

要求する利益が侵害されると主張しているが、こ

の利益が国民一般の利益だけではなく個人として

の利益と言えるのかが争点となる。

その他に 184 名は山梨県内の車両基地予定土地

に立木トラストを行い、車両基地用地に地上権設

定者 9 人、山梨県内路線予定地所有者 22 名が物

権の権利者となっている。

また 654 名は新幹線の騒音、工事車両による騒

音・排気ガス・交通の危険性増大等生活利益が侵

害されるという主張を行っているが、この原告が

沿線住民のどの範囲までが認められるかも争点で

ある。

⑵　運動としての課題

東京・神奈川・山梨・静岡・長野・岐阜・愛知

の 1 都 6 県の沿線住民が、リニア沿線住民ネット

ワークを作って今回の訴訟を立ち上げた。原告以

外に訴訟を援助するサポーター（年会費 2000 円）

も募集し、原告数を上回る約 1000 名で訴訟を支

援している。

工事はまだ具体的に着工指定しているところは

少ない。工事着工が具体化するに従って環境被害

が住民の目に見えてくる。提訴後、朝日等新聞の

社説はリニア新幹線計画に慎重な対応を求める等

マスコミの対応に変化がみられる。今後裁判を通

じて、不利な情報を隠している JR 東海から、環

境に影響を与える様々な情報を引き出し、沿線地

域の発展に役立つという幻想を打破し、リニア新

幹線に反対する地域住民の多数派を形成すること

でリニア中央新幹線計画の白紙化を実現すること

が目標である。　　
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１　HPVワクチン

年間約 1 万人の女性がかかるといわれる子宮頸

がんの発症には、ヒトパヒローマウイルス（HPV）

の感染が関連しているとされている。そこで、子

宮頸がんの原因となる HPV の感染を防止し、ま

た HPV 感染後のがん化を予防することを目的と

して開発されたのが HPV ワクチンである。

２　日本での承認

日本では、2009（平成 21）年 10 月、グラクソ・

スミスクライン社が販売するワクチン「サーバ

リックス」が厚生労働省により承認され、12 月

から販売が開始された。

そして、厚労省は、2010 年 10 月から HPV ワ

クチンの接種につき、中学年 1 年から高校 1 年生

までの女子に対し、全額公費助成を行う緊急促進

事業を開始した。感染予防のため性行為開始前の

年齢を対象とするのが効果的との観点からであっ

た。同年 8 月には、MSD 社が開発したワクチン

「ガーダシル」も販売が開始された。

さらに厚労省は 2013 年 4 月、HPV ワクチンの

接種を任意から定期接種の対象へとした。定期接

種となることで、国が接種に向け積極的な勧奨を

行うとともに、国民にも法律上接種の努力義務が

課されることになったのである。HPV の感染防

止には個人の疾病予防を越えた公衆衛生上の必要

性が強く認められるという考えである。

緊急促進事業さらに定期接種と進む中で、実施

主体の市区町村は中学進学のお祝いワクチンです

などとして接種を呼びかけることにもなった。公

権力による接種勧奨で 300 万人を越える中学生・

高校生の女子が HPV ワクチンを受けた。

３　副作用

ワクチンの接種を受けた後から全身性の疼痛、

けいれん、不随意運動などに苦しむ子がいた。異

様な眠気がおそう子もいれば、強い不眠を訴える

子もいる。記憶力や判断力の低下を訴える子、親

の顔さえ分からなくなってしまう子もいた。

ワクチン接種前の小学校、中学校時代は元気に

部活動を行っていたのに、学校に通うのさえ困難

になったりした。

このようにな女子が多数いるとの報告を受け、

事態を重く見た厚労省は、定期接種化してからわ

ずか 3 ヶ月後の 2013 年 6 月に「積極的勧奨は差

し控える」との立場に切り替えた。但し、定期接

種の対象から正式に外した訳ではない。

４　HPVワクチンの問題点

HPV ワクチンに子宮頸がんの発症そのものを

予防する効果は確認されていない。確認されてい

るのは、HPV のうち 16 型と 18 型の感染を予防し、

前がん病変への進行を阻止するという限りの効果

である。そして、この 16 型、18 型以外の HPV

HPV ワクチン薬害訴訟

弁護士　阿　部　　哲　二
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による感染によりがんとなるのが 4 ～ 5 割いると

も言われていることから、ワクチン接種で全ての

子宮頸がんを予防できる訳ではなく、検診を受け

て前がん病変の状態で発見し手術をすることが求

められる。

また、そもそも HPV に感染したからといって

当然にがん発症に結びつく訳ではない。自然の免

疫力で HPV が排除されることも多く、がんを発

症する確率は 0.1% などという報告もある。

このワクチンは病原菌となるウイルスを入れて

作る生ワクチンではなく、接種後 10 年近く体内

で抗体が発生するように、例えばアルミニウムか

ら作られるアジュバントという補強剤が使われて

おり、これが実際体内でどのような作用、副作用

を及ぼすのかは定かでない。

HPV ワクチンの日本での承認前からこのワク

チンには自己免疫性等の副作用が出るという多く

の報告があった。

５　国と企業の責任

HPV ワクチンの有効性は限られたものとなっ

ている一方で、このワクチンには他のワクチン以

上に副反応を引き起こす危険が内在し、現実にそ

の危険が顕在化する情報が出ていた。ところが、

国と企業は、このような有効性危険性情報を充分

に提供することなく、緊急促進事業、さらに定期

接種化という形で中 1 から高 1 までの 300 万人以

上の女子に接種させた。その結果、痛みや歩行障

害、判断力低下、記憶障害など様々な障害に苦し

み学校にさえ通えなくなってしまった子を生みだ

したのである。

６　集団提訴

2016 年 7 月 27 日、東京、名古屋、大阪、福岡

の 4 地裁に 63 名の患者が国と企業 2 社の責任を

追及する訴訟を提起した。

スモン、エイズ、ヤコブ、肝炎などと続く日本

の薬害は、イレッサ、そして HPV ワクチンとが

んに関係する医薬品の副反応をも問題として続い

ていく。

がんを直すクスリだから仕方がない。がんを予

防できるのだからいいにではないか、など色々な

声がある。しかし、がんで亡くなるのは仕方がな

いとしても、抗がん剤の副作用で亡くなるのも当

然とは受け入れられない。ワクチンは健康な人が

打つもの。健康だったのに、病気にならないよう

にするために打ったのに、そのワクチンで病気に

なり、倒れるなど本来あってはならない。したがっ

てそのワクチンを承認するには、最高度の有効性

と安全性がもとめられ、充分な情報提供がなけれ

ばいけない。それが少しでも欠けるなら、そのワ

クチン接種には欠陥があったとして責任をとるべ

きだ。因果関係に疑問を呈する意見もあるが、何

人もの専門医が重層的に現れる副作用が特徴的で

ワクチンが原因、としている。四肢末梢の感覚障

害だけでは水俣病ではないと争われた歴史が重な

る。

追加提訴が行われ、患者は 100 名を超えた。10

代～ 20 代前半の若い原告らが未来を取り戻すた

めに、1 日も早く被告らの責任を明確にし、被害

補償をはかれるようにしたい。そうでなければ何

時までも薬害が続いてしまう。ぜひ、ご支援下さ

い。
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法が成立・施行され、新たに約 2 万名の被害者が

救済を受けた。

しかしながら、水俣病特措法による救済手続で

は、①居住地域や出生年による不合理な線引き、

②皮膚から血が出るほど強く刺す異常な検診方

法、③判定結果に対して異議申立てを認めない、

④申請を 2012 年 7 月 31 日で打ち切るなどが行わ

れた。そのため、救済非該当と判定された者にとっ

てはまったく納得できないものであったほか、

日々の症状に苦しみながら未だにその原因が水俣

病であると気づいていない潜在被害者を完全に切

り捨てるものであった。

他方、原因企業チッソは水俣病特措法に基づい

て 2011 年 3 月に分社化され、チッソの主要な事

業は、完全子会社の JNC 株式会社に譲渡された。

ノーモア・ミナマタ第 2 次訴訟は、このような

水俣病被害者切り捨ての状況を受けて提起された

ものである。

2013 年 4 月 16 日、公健法上の水俣病の判断基

準が争われた 2 つの行政訴訟の最高裁判決が出さ

れ、被告の主張する症候の組合せ（昭和 52 年判

断条件）が認められない患者であっても水俣病と

認定することができるとの判断が示された。

この判決を受けて、国は、症候の組合せによる

判定の合理性自体は否定されておらず、むしろ、

症候の組合せが認められない場合には個別具体的

な事情を元に総合的な検討が必要であると判示し

たものであるとして、ノーモア・ミナマタ第 2 次

訴訟でも総合判断の考慮要素を主張し始めた。し

１　訴訟の概要

不知火海沿岸地域に居住したことがあり、医師

に水俣病と診断された患者らが、チッソ株式会社、

国、熊本県に対して損害賠償を求めたノーモア・

ミナマタ第 2 次訴訟は、2016 年 12 月末日現在、

原告数が合計 1404 名（熊本地裁 1224 名、大阪地

裁 113 名、東京地裁 67 名）となっている。

新潟でも、127 名の原告が、昭和電工株式会社

と国に対して、同様の損害賠償請求訴訟を闘って

いる。

それぞれの患者会、原告団、弁護団は、ノーモ

ア・ミナマタ被害者・弁護団全国連絡会議を結成

して、訴訟対策や解決に向けた運動等で相互に連

携しながら活動している。

２　現在までの状況

2004 年 10 月 15 日の水俣病関西訴訟最高裁判

決は、国及び熊本県の法的責任を確定し、公健法

の厳しい認定基準（昭和 52 年判断条件）に該当

しない者も広く救済対象とした原審の判断を是認

した。

その後、これまで声を上げることができなかっ

た多くの患者らが救済を求めるようになり、当時

のノーモア・ミナマタ第 1 次訴訟の原告も約

3000 名にまで拡大した。

こうした中で、当時の原告らは被告側との基本

合意を勝ち取った。これと平行して、水俣病特措

ノーモア・ミナマタ第２次訴訟はこうやって勝つ

弁護士　中　島　　潤　史
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かしながら、国の主張する様々な考慮要素（メチ

ル水銀曝露の有無及び程度に係る事情、症候の有

無及び曝露起因性に係る事情）は、これまでの水

俣病の疫学研究、医学研究の成果や過去の裁判例

に基づいておらず、明らかに水俣病被害者を切り

捨てるための要素になっている。国には現在の水

俣病問題を解決しようとする姿勢はまったく見ら

れない。

他方、2016 年 12 月 9 日、自民党において「水

俣病に関する小委員会」（金子恭之小委員長）が

開催された。水俣病の救済について話し合われた

とされているが、実質的にはチッソの保有する

JNC 株式の売却（チッソ分社化の完結）に向け

た環境作りのための小委員会ではないかと言われ

ている。与党にも、現在の水俣病問題を解決しよ

うとする動きは鈍い（ただし、2014 年に超党派

の議員連盟「水俣病被害者と歩む国会議員連絡会」

が発足している）。

このように、水俣病問題は、既に水俣病特措法

で解決済みとされている状況であり、何らかの「事

件」が起こらない限り、全面解決への糸口はつか

めないといえる。

そこで、ノーモア・ミナマタ第 2 次訴訟では、

原告の一部について勝訴判決を勝ち取るという

「事件」を起こし、それをテコに国に対して新た

な基本合意を求めて全面解決を目指す方針であ

る。そして、熊本訴訟の弁護団は、2016 年 10 月

7 日、熊本地裁に対して、1 陣原告 48 名を分離し

て 2 年後までに結審するように求めた。

３　こうやって勝つ

では、私たちはどうすれば勝利判決をつかみ取

れるか。

いま裁判所では、原告一人ひとりが水俣病とい

えるかどうかが争われている。水俣病かどうかは、

①かつてメチル水銀に汚染された魚介類を多食し

ていたこと（曝露条件）、②四肢末梢優位または

全身性の表在感覚障害が認められること（症候条

件）という 2 つの基準で判断することができる。

そして原告らは全員この基準を満たしている。

ところが、被告らは、この 2 つの基準を満たす

だけでは水俣病とはいえないとか（因果関係の否

定）、原告らには水俣病を発症するほどのメチル

水銀曝露がないとか（曝露条件の否定）、医師に

よる感覚障害の所見は信用できない（症候条件の

否定）などと主張して、原告らが水俣病であるこ

とを認めようとしない。

これに対して、私たちは、次の方針で被告らの

主張を圧倒し、勝利判決を目指すこととしている。

１　因果関係は、疫学者・法学者の意見と証人

尋問で突破する。

２　曝露条件は、文献や疫学調査の活用に加え

て、原告本人の尋問で突破する。

３　症候条件は、共通診断書と医師の証人尋問

で突破する。

この方針の中には、過去の水俣病裁判ではクリ

アできていない課題も含まれているが、それは結

審までのあと 2 年の間に原告団と弁護団が一丸と

なってチャレンジして達成したいと考えている。

ノーモア・ミナマタ第 2 次訴訟は、これからが

まさに正念場である。多くの方々のより一層の支

援を求めたい。
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私は、弁護士 1 年目の右も左もわからないよう

な時、事務所のボスである当弁護団の共同代表に

誘われて津島原発被害弁護団（以下「津島弁護団」

といいます）に入りました。

弁護団の具体的活動も知らないまま、原発の被

害を報道で目の当たりにし、弁護士として少しで

も原発の問題にかかわることができればとの思い

で、津島弁護団に参加したのです。

津島弁護団は、原発被害を訴える弁護団として

は、後発の弁護団です。既に提訴し、裁判が継続

している先発の弁護団の経験を踏まえながら、原

告のみなさんの放射線に汚染されたふるさとを取

り戻したいとの思いを実現するために結成されま

した。

津島弁護団は、若手弁護士が 20 名近くおり、

他方、80 歳以上の先生も矍鑠として活動してい

る意気軒昂たる弁護団です。

弁護団に入った当初は、弁護士の間で、方針を

めぐって、何時間も激しい論争が続き、弁護士と

は原告のためにここまで熱くなれるものかと驚き

ました。論争の中心となったのは、原告のために、

原状回復という請求を行うべきかどうかというこ

とでした。原状回復という請求を行うことは、こ

れまでの判例を超えた判決を獲得するということ

にほかならず、非常に困難なもので、そこにあえ

て挑戦することが、原告のためになるのかどうか

ということについて、様々な意見が出されました。

最終的には、原告のふるさとを元に戻してほし

いという切実な願いを訴えるために、原状回復請

【若手弁護士奮戦記】

津島原発被害弁護団の一員になって

弁護士　磯　部　　た　な

求を行うべきであるという結論になりました。

現在、第 1 次提訴から約 2 年がたち、先日第 5

次提訴が行われました。提訴などの際には、街宣

活動を行い、原発の問題が忘れ去られないように

世論に訴えかけているほか、原告のみなさんとの

交流を行ない、団結を深めています。期日間には、

損害班と責任班に分かれて訴訟の内容について考

えを深めるとともに、証拠を収集し、準備書面等

の作成を行っています。これまで日本人が経験し

たことのない未曽有の被害を目の前にして、どの

ように裁判官を説得するかということは、先行訴

訟の獲得したことに学び、さらに知見を深めてい

く必要があります。先行の弁護団の先生方も、こ

れまでに獲得された成果を惜しむことなくご教示

くださっています。

そして何より、原告の方の被害の実態を知るた

めに、原告の方のもとにうかがい、津島地区のみ

なさんが、ふるさとをいかに大切にしていたか、

それを、いかに原発事故

が一瞬で奪い去ってし

まったかを聞き取り、可

能な限り訴状等に反映

させているつもりです。

私も、生まれは地方都

市です。しかし、津島に

は、私が育った地方以上

に、結びつきの強い社会

があること、原発はそれ

を一瞬で奪い去り、国は
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【巻頭言】
中国と台湾の公害環境訴訟の前進に触れて

辺野古、高江の両現場で、
　　　　新基地阻止の戦いが正念場を迎えている。

ストップ・リニア訴訟の現状と展望

HPV ワクチン薬害訴訟

ノーモア・ミナマタ第２次訴訟はこうやって勝つ

【若手弁護士奮戦記】
津島原発被害弁護団の一員になって

大阪アスベスト弁護団　団長
弁護士　　村松　昭夫

弁護士　　金高　　望

ストップ・リニア訴訟弁護団　共同代表
弁護士　　関島　保雄

弁護士　　阿部　哲二

弁護士　　中島　潤史

弁護士　　磯部　たな

1

3

4

7

9

11

如何にそのことを忘れさっているかということ

を、ヒアリングの都度実感し、原告の方々の思い

を共有させていただいているつもりです。

普段の業務に加えて、時間を確保し、弁護団会

議等に参加することは、正直非常に大変です。特

に私は、津島弁護団の ADR 班にも所属し、ADR

の申立の準備も行っており、休日に同申立の準備

をすることも多々あります。

しかし、このように、社会に貢献できるような

課題への取り組みに参加することができ、また、

様々な素晴らしい諸先輩方と知り合うこともで

き、津島弁護団に参加してよかったと、今では思っ

ています。津島弁護団は、持続的な弁護団をつく

るべく、各々が出来る範囲で、参加することが可

能な弁護団です。また、若手も、積極的に意見を

いい、個々が互いに尊重しあえる弁護団です。も

ちろん合宿や宴会といった相互に信頼を深めるこ

とのできる機会もあります。

今後とも、原告皆様の思いを実現すべく、楽し

く津島弁護団にかかわっていければと思います。


